
 
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の

自発的な研究活動等に関する実施方針 

 

令和２年２月１２日

令和２年１２月１８日改正 

競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

 
１．趣旨 

科学技術イノベーションを支える人材力を強化するためには、一人ひとりが

能力と意欲に応じて適材適所で最大限活躍できる環境を整備することが重要

である。 

科学技術イノベーションを担うのは「人」であり、世界中で高度人材の獲得 競

争が激化する一方、我が国において若年人口の減少が進んでいる中、博士課 程進学

者が減少傾向にあるなど、将来各分野において優秀な研究者の確保が困 難になるこ

とが予想される。こういった情勢の中、科学技術イノベーション人 材の質の向上、

能力の発揮が一層重要になってきており、競争的研究費におい ても若手研究者の育

成・活躍促進の観点から制度改革の推進が求められている。本件は若手研究者の研

究能力を高め、優れた若手研究者に対して、競争的研究 費において雇用されつ

つ独立した自由な研究環境の下での活躍を推進するも のである。 

また、若手研究者が自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する

活動を実施することにより、若手自身の能力向上のみならず、元々のプロジェ

クトの発展への寄与、研究ネットワークの拡大、将来の不安の解消によるモチ

ベーションの向上、キャリアパスとしてプロジェクトが位置付けられ、優秀な

人材の確保に繋がる。こうして当該分野の若手研究者を育成、確保することは、

雇用元のプロジェクトひいては我が国の研究全体の発展に資するものである。 

 

２．実施の概要 

競争的研究費で雇用されている若手研究者は、当該プロジェクトに従事し、

他の研究活動を実施する場合には、当該プロジェクト以外の雇用財源を確保する

ことが必要であるが、現状では他からの財源が確保できない場合があり、一部の実

施のみにとどまっている。 

若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成（海外や所属す

るセクター外での活動を含む。）のため、各競争的研究費制度の目的等に人材

育成が含まれる旨を明記し、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために

雇用される若手研究者について、雇用されているプロジェクトから人件費を支

出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、プロジェクトの推

進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資

する活動（以下、「自発的な研究活動等」という。）に充当することを可能 



 

とする。 

なお、適用に当たっては、プロジェクトの執行に責任を持つ研究代表者等（研究

分担者を含む）（以下、「PI 等」という。）は若手研究者の自発的な研究活動等

を積極的に支援することとする。 

 

３．対象制度 

競争的研究費における各制度とする。 

 
４．対象者 

本実施方針の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 

（１）民間企業を除く研究機関において、競争的研究費においてプロジェクト

の実施のために雇用される者（ただし、プロジェクトの PI 等が自らの人

件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く） 

（２）40 歳未満の者（ただし、競争的研究費制度の各制度の特性に応じ、40 

歳以上を対象とすることを可能とする） 

（３）研究活動を行うことを職務に含む者 

 
５．実施条件 

本実施方針の実施条件は、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

（１）若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

（２）PI 等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等である

と判断し、所属研究機関が認めること 

（３）PI 等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、

所属研究機関が認めること（当該プロジェクトに従事するエフォートの

20％を上限とする） 

 

６．従事できる業務内容 

上記５の全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得して

実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。） 

 

７．実施方法 

本実施方針に基づく自発的な研究活動等の実施方法については、以下のとお

りとする。 

（１）公募要領等の記載 

各競争的研究費制度の公募要領等において、各制度の目的等に人材育成

が含まれる旨とともに、本実施方針に基づき、競争的研究費においてプロ

ジェクトの実施のために雇用される若手研究者について、雇用されている

プロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフ

ォートの一部を、自発的な研究活動等に充当することが所属研究機関から

の承認が得られた場合、可能である旨を記載する。 



 

 

（２）若手研究者の募集 

プロジェクトの実施のために PI 等の所属研究機関が若手研究者を募集

する際に、自発的な研究活動等が可能であることや当該プロジェクトの遂

行に支障がないと判断するエフォートの目安を示す。 

（３）申請方法 

申請に関する標準的な手続は、別添の「自発的な研究活動等の承認申請  

手続」及び「自発的な研究活動等の変更承認申請手続」のとおりとする。

なお、配分機関の求めに応じ、PI 等は、若手研究者による自発的な研究 

活動等の実施が承認された場合、当該プロジェクトの実施計画等にその旨

を記載する。 

（４）活動報告 

活動報告に関する標準的な手続は、別添の「自発的な研究活動等の活動

報告手続」のとおりとする。 

（５）活動の支援、承認取消 

PI 等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施

状況を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活

動等が適切に実施されるよう助言を行う。 

なお、当該研究活動等が５．の実施条件に違反していることが確認され

た場合には、所属研究機関は、PI 等と相談の上、年度途中でも当該研究活

動等の承認を取り消すことができる。 

 

８．配分機関による対応 

配分機関は、若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況に疑義が生じた

場合に、当該自発的な研究活動等の状況報告を求めることができるととも 

に、５．の実施条件に違反していることが確認された場合には、研究機関等

に対して、当該自発的な研究活動等の是正を求めることや当該研究者に支出

した人件費のうち、自発的な研究活動等に係る人件費の返還等、必要な措置

を講ずることができる。 

 

９．フォローアップ 

内閣府は各府省の進捗状況を把握し、公表するとともに、未対応の制度につ

いては、連絡会にてフォローアップしていく。 

 

10．関係法令との関係 

補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号） 

が適用される競争的研究費において、本方針に基づく若手研究者の自発的な研

究活動等を実施することについては、同法第 11 条により制限される他の用途

への使用には当たらない。 



 

 

11．その他 

本方針に基づき、明確にすべき事項が生じた場合は、必要に応じ FAQ を作成

する等で対応することとする。 

 

12．適用開始日 

本方針は、令和２年４月以降、新たに公募するものから適用する。ただし、各

配分機関の判断により、令和元年度以前から実施されている事業や研究課題に

おいても、令和２年度以降適用することを可能とする。 

 

以上 



配分機関 

④配分機関の求めに応じ、所属研究機 
関は、承認申請書及び承認通知書の写 
しを配分機関に提出 

④報告 

②研究代表者は、若⼿研究者が希望す 
る活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関に承認申請書を提出 
（様式例_承認申請書） 

所属研究機関 
③所属研究機関は、承認⼜は不承 
認を研究代表者へ通知 
（様式例_承認通知書、様式例_不 
承認通知書） 

②申請 ③承認・不承認 

研究代表者 

①相談 ④報告 

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活 
動等」を希望する際は、研究代表者 
に活動内容等を相談 

④研究代表者は、若⼿研究者に承 
認⼜は不承認を報告 

若⼿研究者 

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続 
（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 

 

配分機関 

④配分機関の求めに応じ、所属研究機 
関は、承認申請書及び承認通知書の写 
しを配分機関に提出 

④報告 

②研究代表者は、若⼿研究者が希望す 
る変更内容について実施条件に照らし
認められると判断した場合は、所属研
究機関に変更承認申請書を提出 
（様式例_変更承認申請書） 

所属研究機関 
③所属研究機関は、承認⼜は不承 
認を研究代表者へ通知 
（様式例_変更承認通知書、様式例 
_変更不承認通知書） 

②申請 ③承認・不承認 

研究代表者 

代表者に変更内容を相談 ①相談 ④報告 ④研究代表者は、若⼿研究者に変 
更の承認または不承認を報告 

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活 
動等」の変更を希望する際は、研究 

若⼿研究者 

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続 
（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 



③所属研究機関は、活動報告書の 
写しの提出や、研究代表者が提出
するプロジェクトの実績報告に⾃
発的な研究活動等を含める等、配 
分機関の求めに応じ報告する。 

③報告 
 
配分機関 

①若⼿研究者は、研究代表者に活 
動内容等を報告 
なお、報告時期は、⾃発的な研究
活動等における活動期間中の毎年
度終了時、及び活動期間終了時と
する。 
なお、他の研究費を獲得する活動
については、当該制度の実績報告
等をもって本報告の活動内容・成
果に代えられるとともに、当該制
度の実績報告等の提出期限までに 
報告することとする。 

所属研究機関 

②報告 ②研究代表者は、所属研究機関に活動内容 
等を報告（様式例_活動報告書） 

若⼿研究者 
 

①報告 
 
研究代表者 

⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続 
（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 

 



⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機 
関Bは、承認申請書及び承認通知書の写 
しを配分機関に提出 

配分機関 

※研究代表者が所属する研究機関 
⑦報告 

④所属研究機関Aは、承認⼜は不承 
認を研究分担者へ通知 
（様式例_承認通知書、様式例_不 
承認通知書） 

⑥所属研究機関Bの求めに応じ所属研究 
機関Aは、承認申請書及び承認通知書の 
写しを所属研究機関Bに提出 

⑥報告 

所属研究機関B 

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関 

③研究分担者は、若⼿研究者が希望し 
た活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関Aに承認申請書を提出 
（様式例_承認申請書） 所属研究機関A 

③申請 ④承認・不承認 ②研究代表者の求めに応じ、研究 
分担者は、研究代表者に申請する
ことを報告 
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に承認⼜は 
不承認を報告 

②⑤報告 
研究分担者 研究代表者 

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活 
動等」を希望する際は、研究分担者 
に活動内容等を相談 

若⼿研究者 

⑤報告 ①相談 

⑤研究分担者は、若⼿研究者に承 
認⼜は不承認を報告 

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続 
（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続 
（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 

 

⑤研究分担者は、若⼿研究者に変
更の承認⼜は不承認を報告 

若⼿研究者 ①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究 

⑤報告 ①相談 分担者に変更内容を相談 
 

研究代表者  

②⑤報告 
研究分担者 ③研究分担者は、若⼿研究者が希望す

る変更内容について認められると判断 
②研究代表者の求めに応じ、研究 
分担者は、研究代表者に変更申請 

④承認・不承認 ③申請 した場合は、所属研究機関Aに変更承
認申請書を提出 

することを報告 
⑤研究代表者の求めに応じ、研究 

所属研究機関A （様式例_変更承認申請書） 

分担者は、研究代表者に変更の承
認⼜は不承認を報告 

④所属研究機関Aは、変更の承認⼜
は不承認を研究分担者へ通知 

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関 
⑥報告 ⑥所属研究機関Bの求めに応じ、所属研

究機関Aは、変更承認申請書及び変更承 所属研究機関B 
認通知書の写しを所属研究機関Bに提出 

※研究代表者が所属する研究機関 

（様式例_変更承認通知書、様式例 
_変更不承認通知書） 

⑦報告 

配分機関 
⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機 
関Bは、変更承認申請書及び変更承認通
知書の写しを配分機関に提出 



⑤所属研究機関Bは、活動報告書の写しの 
提出や、研究代表者が提出するプロジェク
トの実績報告等に⾃発的な研究活動等を含 
める等、配分機関の求めに応じ報告する。 

※研究代表者が所属する研究機関 

⑤報告 

配分機関 

④所属研究機関Bの求めに応じ、所属研究 
機関Aは、所属研究機関Bに活動報告書の 
写しを提出 

④報告 
 

所属研究機関B 

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関 

等を報告 
なお、報告時期は、⾃発的な研究活動等
における活動期間中の毎年度終了時、及
び活動期間終了時とする。 
なお、他の研究費を獲得する活動につい
ては、当該制度の実績報告等をもって本
報告の活動内容・成果に代えられるとと
もに、当該制度の実績報告等の提出期限 
までに報告することとする。 所属研究機関A 

③研究分担者は、所属研究機関Aに活動 
内容等を報告（様式例_活動報告書） 

③報告 

研究分担者 
②報告 

研究代表者 

①報告 

若⼿研究者 ②研究代表者の求めに応じ、研究分担者は、 
研究代表者に活動内容等を報告 

⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続 
（研究分担者と同⼀の所属研究機関に所属する若⼿研究者の場合） 

①若⼿研究者は、研究分担者に活動内容 

 



様式例_承認申請書 
年 月 日 

 

所属研究機関 殿 
 

プロジェクト名： 
研 究 代 表 
者 ： 

（又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等承認申請書 

 
 

本プロジェクトにおいて、下記の者が自発的な研究活動等を行うことを希望したため、内
容等を確認した結果、当該プロジェクトの推進に資する活動であり、また支障がないと判断
したことから申請します。 

 

本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を
記載する。※80％以上） 

 

自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活  動  名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動  期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

金 額 
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活 動  内 容 （例） 
日本学術振興会が公募している科学研究費助成事業（科研費）の基盤研究（C） 
に応募し、当該研究課題に係る研究を行いたい。 
研究内容は、○○○・・・ 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 

※1 若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。 
※2 複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 



様式例_承認通知書 
年 月 日 

 

研究代表者 殿 
（又は研究分担者） 

 
 

所属研究機関 
 
 

自発的な研究活動等承認通知書 

 

○ 年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について承認します。 



様式例_不承認通知書 
年 月 日 

 

研究代表者 殿 
（又は研究分担者） 

 
 

所属研究機関 
 
 

自発的な研究活動等不承認通知書 

 
 

○ 年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承認
とします。 

 

 

記 
 

不承認の理由 
○○・・・ 



様式例_変更承認申請書 
年 月 日 

 

所属研究機関 殿 
 

プロジェクト名： 
研 究 代 表 
者 ： 

（又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等変更承認申請書 

 
 

○ 年○月○日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり変更すること
について、実施条件に照らし問題ないと判断したため申請します。 

 

１．変更理由 
○○○・・・ 

 

２．変更後の活動内容 
本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を 
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を 
記載する。※80％以上） 

 

自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活 動 名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動 期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

金 額 
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活 動 内 容 （例） 
○ 月○日付けで承認された活動について以下のとおり変更したい。 
日本学術振興会が公募している科学研究費助成事業（科研費）の基盤研究（C） 
に応募し、当該研究課題に係る研究を行いたい。 
研究内容は、○○○・・・ 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 

※ 複数の自発的な研究活動等を実施している場合、変更の有無に関わらず全ての活動内容を
記載する。 



様式例_変更承認通知書 
年 月 日 

 

研究代表者 殿 
（又は研究分担者） 

 
 

所属研究機関 
 
 

自発的な研究活動等変更承認通知書 

 

○ 年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、承認します。 



様式例_変更不承認通知書 
年 月 日 

 

研究代表者 殿 
（又は研究分担者） 

 
 

所属研究機関 
 
 

自発的な研究活動等変更不承認通知書 

 
 

○ 年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不
承認とします。 

 

 

記 
 

不承認の理由 
○○・・・ 



様式例_活動報告書 
年 月 日 

 

所属研究機関 殿 
 

プロジェクト名： 
研 究 代 表 
者 ： 

（又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等活動報告書 

 
 

○ 年○月○日で承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり活動内容等を報告
します。 

 
 

本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を
記載する。※80％以上） 

 

自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活 動 名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動 期 間 ○ 年○月○日から○年○月○日まで 

金 額 
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活動内容・成果 
（本プロジェク
トとの関連性に
ついては後述） 

（自発的な研究活動等の成果） 
○○○・・・ 

 

※他の研究費を獲得した活動については、当該制度における実績報告や成果
報告を添付することによる報告を可能とする。 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 

※ 複数の自発的な研究活動等を実施している場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 



 

競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な

研究活動等に関する実施方針について ＦＡＱ（令和３年８月６日） 

※赤字：追加・内容更新を行った FAQ 
 
 

このＦＡＱは「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究

者の自発的な研究活動等に関する実施方針（令和２年 12 月 18 日改正 競争的研究費に

関する関係府省連絡会申し合わせ）について関係者の方々により良く理解していただく

ため、Ｑ＆Ａ形式でまとめて掲載するものです。本実施方針の運用にあたり参考にしてく

ださい。 

また、随時更新していきますので、本実施方針に関してご不明な点がございましたら、下記

問い合わせ先にご質問をお寄せいただきますようお願いします。 

 

 

【問い合わせ先】 

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 

参事官（研究環境担当）付

電話：０３－６２５７－１３１４ 
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#### #### #### #### #### #### #### #### #### 

 

Ｑ１．エフォート管理されている者のみが対象となるのか。 

Ａ１．エフォート管理以外の方法により勤務管理されている者も適用可能です。 

時間単位や日管理で勤務管理されている場合、実施方法に沿って、日々の勤務管理に

おいて既存の記載・保管する書類に基づき、従事率を管理することとなります。管理

方法として、以下の様式例を参考に適切に管理してください。 

様式例 

 

自発的な研究活動等従事状況管理表 

（ ２０○○  年度） 
 

 

 

研究代表者 殿 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活動期間 2019年4月1日 ～ 2020年2月28日 

氏名 ○○ ○○ 

雇用形態 時間管理、日管理 

本プロジェクト内で行う自発

的研究活動等の承認時のエフ

ォート率 

 

○％ 

 

自発的研究活動等従事状況 （単位：従事時間） 

業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

当該プロジェクト 

（自発的な研究活

動等を含む）  

Ａ 

 

130 

 

140 

 

135 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

405 
         

 

うち 

自発的な研究活動等Ｂ 

 
30 

 
20 

 
25 

         

 
75 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

         

              

自発的な研究活動等の

当該プロジェクトに対

する割合 

（％） 

Ｃ＝Ｂ／Ａ  

 
 

24 

 
 

15 

 
 

19 

          
 

19 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
         

※従事時間の根拠となる書類（従事日誌等）の写しを添付 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

若手研究者 

 

 

 

 
2019年○月○日 

 
 

所 属： 

役 職： 

氏 名： 
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Ｑ２．自発的な研究活動等において、どのような場合、承認取消となるのか。   Ａ２．

研究代表者等が該当する若手研究者の自発的な研究活動等（以下、活動という） 

をモニタリングすることにより、必要に応じて、実施状況を把握し活動を支援するとと

もに、承認された活動が適切に実施されるよう助言を行うこととなります。 

承認された活動内容と実際の活動内容が異なる場合、活動していることが確認でき

ない場合、承認されたエフォート率（従事率）に対し、大幅に異なる場合等において

は、所属研究機関は、研究代表者等と相談のうえ、若手研究者の活動が適正に実施され

るよう是正させることができます。なお、是正を促したにも関わらず、是正されない場

合は、活動を中止（承認取消）させることができます。 

 

 

Ｑ３．若手研究者の自発的な研究活動等の成果に対する責任は、どのようになるのか。Ａ

３．若手研究者による自発的な研究活動等の実施やその成果の公表等に係る見解や責任 

は、原則、若手研究者自身に帰属します。ただし、若手研究者の所属研究機関と当該若手研

究者の間で事前に交わされている取り決めがある場合は、それに従ってください。 

 

 
 

Ｑ４．変更承認申請書は、どのような場合に提出が必要となるのか。 

Ａ４．若手研究者の自発的な研究活動等の内容（エフォートを含む）が変更になる場合、変更

承認申請が必要になります。ただし、以下の場合は、変更承認申請の必要はありません。 

・他の研究費を獲得する活動について、金額の査定等の研究費支出元の都合による金額

の増減があった場合 

・他の研究費を獲得する場合について、当該研究費のルールにおいて軽微な変更として

申請を要しないとされている変更を行う場合 

 

 
 

Ｑ５．自発的な研究活動等を実施するに当たり、他の研究資金に応募する場合には、承認

申請手続はどの時点で行う必要があるのか。 

Ａ５．原則として、承認申請手続きは他の研究資金に応募する前に行ってください。ただ

し、所属研究機関内での規程等の整備状況によっては、承認申請手続は採択後に行うこ

とも可能とします。その際にも必ず、他の研究資金に応募する前に、自発的な研究活動等

を実施することについて、研究代表者等に相談し、了承を得ておいてください。 
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Ｑ６．承認申請書は毎年度提出する必要があるのか。 

Ａ６．「自発的な研究活動等」について複数年度の活動を承認されている場合には、毎年

度提出する必要はありません。 

 

 

Ｑ７．自発的な研究活動等の承認申請手続において、年齢の条件が適用されるのは承認申

請時点のみか。それとも自発的な研究活動中は、期間を通して年齢の条件を満たしてい

る必要があるのか。 

Ａ７．対象者の年齢の条件につきましては、各競争的研究費制度において定めるルールに

従って対応する必要がありますので、雇用されているプロジェクトの配分機関に確認し

てください。 

 

 

Ｑ８．若手研究者の所属研究機関と自発的な研究活動等の実施研究機関が異なる場 合、

当該自発的な研究活動等により生じた知的財産権の帰属先は、どのようになるのか。 

Ａ８．若手研究者による自発的な研究活動等により生じた知的財産権の帰属について

は、若手研究者の所属研究機関と自発的な研究活動等を実施する研究機関が異なる

場合は、所属研究機関との雇用契約、及び自発的な研究活動等を行う研究費のルー

ル（事務処理要領等）をもとに、帰属先等の決定を行ってください。 
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